


消費生活相談

市民の皆さまから、商品やサービスなどの

トラブルについて、相談を受けています。

情報の提供や助言をして、自ら解決できる

お手伝いをしています。

東大阪市立

消費生活センター

のご案内

来所相談には、事前予約が必要です。

消費生活相談専用電話

平日９：３０から１６：００まで

📞０７２－９６５－０１０２
メールでのご相談は、

受付していません。

こんなことをしています

消費生活に関する情報誌やパンフレット

などで、暮らしに必要な情報をお伝えして

啓発活動

暮らしに役立つ情報をテーマに

「くらしの情報セミナー」などを開催して

います。

消費生活講座

グループや団体に講師が出向き、

消費トラブルにあわないよう、情報を

お伝えしています。

出張講座

知っててよかった事例集

クリックしてね！


